
第 795 回 通関協議会（本関地区） 
 

 

１．日 時 令和 8年 3 月 10 日（火）11 時 00 分～ 

 

２．場 所 横浜税関 本関７階 大会議室 

 

３．議 題 

 

【議題１】「クリーム及び粉乳類に係る特別緊急関税の発動について」【資料１】 

（業務部 通関総括第３部門 山本統括審査官） 

 

【議題２】「汎用申請活用のお願いについて」【資料２】  

（業務部 山ノ井 首席通関業監督官） 

 

【議題３】「日・バングラデシュ経済連携協定の署名について」【資料３】 

【議題４】「令和８年度における特恵適用除外措置の対象国（トルコ）について」【資料４】 

（業務部 江端 原産地調査官） 

 

【議題５】「「知的財産侵害物品取締強化期間」における協力依頼について」【資料５】 

（業務部 土井 知的財産調査官） 

 

 

４．事務局からの連絡事項等 

 

次回第 796 回通関協議会は、令和 8 年 4 月 14 日(火)11:00 の開催を予定して

います。 

場所は未定です。決定次第、幹事店社を通じてお知らせいたします。 



クリーム及び粉乳類に係る特別緊急関税の発動について

NACCS 掲示板からの転載 （公開日 2026 年 2月 27 日） 

【利用者の皆様へ】 

  関税暫定措置法第７条の３第１項の規定に基づき、令和８年３月１日から令和８年３月 31

日までの間、クリーム（同法別表第１の６の３の項）及び粉乳類（同法別表第１の６の４の

項）に対する特別緊急関税が発動されます。 

 適用期間内における当該物品の輸入申告につきましては、「C-5 NACCS 用品目コード（輸

入）」中、「暫定法第７条の３発動時」のものが適用となりますので、十分ご注意願いま

す。 

≪関税率について≫ 

クリーム

（関税暫定措置法

別表第１の６第３

項に定める物品）

0401.40-190 

0401.50-119 

21.3%＋635 円/kg → 28.4%＋846.67 円/kg

0401.50-129 21.3%＋1,199 円/kg → 28.4%＋1,598.67 円/kg

粉乳類 

（関税暫定措置法

別表第１の６第４

項に定める物品） 

0402.10-129 暫定：36%＋130 円/kg   → 45.9%＋262 円/kg

協定：29.8%＋396 円/kg → 39.7%＋528 円/kg

0402.10-212 

0402.10-217 

暫定：26%＋130 円/kg → 26%＋262 円/kg

協定：396 円/kg  → 528 円/kg

0402.10-229 暫定：26%＋130 円/kg  → 33.1%＋262 円/kg

協定：21.3%＋396 円/kg → 28.4%＋528 円/kg

0402.21-139 暫定：31%＋210 円/kg  → 39.5%＋414 円/kg

協定：25.5%＋612 円/kg → 34%＋816 円/kg

0402.21-149 暫定：31%＋210 円/kg    → 39.5%＋551 円/kg 

協定：25.5%＋1,023 円/kg → 34%＋1,364 円/kg 

0402.21-212 

0402.21-217 

暫定：26%＋130 円/kg → 26%＋271.67 円/kg

協定：425 円/kg  → 566.67 円/kg

0402.21-229 暫定：26%＋130 円/kg   → 33.1%＋271.67 円/kg

協定：21.3%＋425 円/kg → 28.4%＋566.67 円/kg

0402.29-119 暫定：31%＋210 円/kg   → 39.5%＋414 円/kg

協定：25.5%＋612 円/kg → 34%＋816 円/kg

0402.29-129 暫定：31%＋210 円/kg     → 39.5%＋551 円/kg 

協定：25.5%＋1,023 円/kg → 34%＋1,364 円/kg 

0402.29-291 暫定：36%＋130 円/kg   → 45.9%＋271.67 円/kg

協定：29.8%＋425 円/kg → 39.7%＋566.67 円/kg

【資料１】



首席通関業監督官 

汎用申請活用のお願い 

・届け出の提出は汎用申請もしくは通関業監督官部門窓口にておこなわれております。

・「控え」として必要とされ、届け出の書類を二部提出される場合、税関の受理印を押印した

書類のお渡しは、今後、内容を確認後、お渡しが可能になりましたら、ご連絡を差し上げる形

といたします。 

・この機会に、汎用申請のご活用をご検討下さい。

汎用申請について、ご不明点がございましたら、通関業監督官までお問い合わせください。

汎用申請手続きの例 

申請手続種別 届出種別 税関様式 届出事項（例） 

Ｔ０１ 通関業許可申請事項等の変更届 Ｂ-1140 営業所の所在地変更 

Ｔ０２ 従業者等の異動（変更）届 Ｂ-1180 従業者の新規従業 

Ｔ０６ 通関士確認届 Ｂ-1320 通関士の確認 

※NACCS汎用申請は ＨＹＳ

申請先税関官署は ２A

申請先部門は ００

記事欄には、通関業者名、ご担当者名、ご連絡先の記載をお願いします。

【資料２】



日・バングラデシュ経済連携協定の署名について 

２月６日（金）に日・バングラデシュ経済連携協定（EPA）への署名が行われま

した。 

次ページ以降に協定の概要を添付しておりますのでご確認ください。 

また、外務省ホームページには、協定本文が掲載されておりますことをご案内

いたします。 

外務省ホームページ「日・バングラデシュ経済連携協定の署名」 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/pressit_000001_03290.html 

原産地ポータル「日・バングラデシュ経済連携協定（EPA）の署名について」 

https://www.customs.go.jp/kyotsu/kokusai/news/epa_20260206.html 

【資料３】
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【資料４】





令和８年３月 

横 浜 税 関 

関 係 者 各 位 

「知的財産侵害物品取締強化期間」における協力依頼について 

平素から税関行政に対し、深いご理解と多大なご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

税関では、安全・安心な社会の実現のため、不正薬物、銃器、テロ関連物資をはじめ、

知的財産侵害物品の水際取締りも重要な役割として取り組んでいます。 

今般、令和７年（１月～12月）の横浜税関における偽ブランド品など知的財産侵害物

品の差止状況を公表するとともに、下記のとおり「知的財産侵害物品取締強化期間」を

設定し、輸出入貨物に対する審査・貨物確認を強化することとしております。輸出入申

告の際は、商品の画像や絵型等の参考資料を添付していただくなど、知的財産侵害物品

の水際取締りにご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

記 

実施期間：令和８年３月 11日（水）～３月 17日（火） 

浄水器用カートリッジ 

（商標権） 

充電式剪定バサミ・電動ドライバー 

（商標権） 

シートベルトキャンセラー

（商標権） 

※健康や安全を脅かす危険性のある侵害物品の例（公表資料から抜粋）

公表資料は、税関ホームページに掲載しておりますので、是非ご覧ください。 

https://www.customs.go.jp/yokohama/news/chizai_sashitome(yokohama)_R7.pdf 

【問い合わせ先】 

業務部知的財産調査官 

０４５－２１２－６１１６ 

【資料５】



取 強 化 期 間締

横浜税関 令和８年

知的財産侵害物品

税関では知的財産侵害物品に関する情報を求めています。

通報先：税関密輸ダイヤル（２４時間受付）
シロイ クロイ

０１２０-４６１-９６１

詳細は
こちら

横浜税関HP：https://www.customs.go.jp/yokohama/

知的財産侵害物品は、
日本への持ち込みが禁止されています。

税関イメージキャラクター
カスタム君

詳細はこちら↓

知的財産侵害物品を使用することにより、予期せぬ事故や健康被害を招く危険性があります。

個人で使用する場合であっても、

海外の事業者から送付される
模倣品（商標権又は意匠権を侵害するもの）は、

輸入できません！！

情報提供はこちら↓

令和８年

3/11～
3/17
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